
議案第１１号

杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年２月１２日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年杉並区条例第３８号）の一

部を次のように改正する。

第３条中「及び次章」を「、次章及び第５章」に改める。

第１５条第３項を次のように改める。

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第

１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規

定によるものとする。

第１６条を第２２条とする。

第５章を第６章とし、第４章の次に次の１章を加える。

第５章 杉並区災害弔慰金等支給審査会

（審査会の設置）

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、

区長の附属機関として、杉並区災害弔慰金等支給審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。

（審査会の所掌事項）

第１７条 審査会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。

(１) 災害弔慰金の支給に係る災害と死亡との因果関係に関する事項

(２) 災害障害見舞金の支給に係る災害と障害との因果関係に関する事項

(３) その他災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する重要な事項

（審査会の組織）

第１８条 審査会は、医師、弁護士その他区長が適当と認める者のうちから、区長

が委嘱し、又は任命する委員７人以内をもつて組織する。



２ 委員の任期は、３年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

（審査会の会長）

第１９条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。

（審査会の会議）

第２０条 審査会は、会長が招集する。

２ 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

４ 審査会の会議は、非公開とする。

（守秘義務）

第２１条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。

附則第３項中「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に改める。

附 則

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１５条第３項の改正

規定及び附則第３項の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年杉並区

条例第３１号）の一部を次のように改正する。

別表区長の部に次のように加える。

杉並区災害弔慰金等支給審査会 会長日額 １９，０００円

委員日額 １６，５００円

（提案理由）

災害弔慰金等支給審査会を設置する等の必要がある。
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杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

（抄）

新 条 例 旧 条 例

（災害弔慰金の支給） （災害弔慰金の支給）

第３条 区は、区民が令第１条に規定す 第３条 区は、区民が令第１条に規定す

る災害（以下この章、次章及び第５章 る災害（以下この章及び次章

において単に「災害」という。）によ において単に「災害」という。）によ

り死亡したときは、その者の遺族に対 り死亡したときは、その者の遺族に対

し、災害弔慰金の支給を行うものとす し、災害弔慰金の支給を行うものとす

る。 る。

（償還等） （償還等）

第１５条 略 第１５条 略

２ 略 ２ 略

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告 ３ 償還免除、一時償還、違約金及び償

等、一時償還及び違約金については、 還金の支払猶予については、法第１３

法第１３条、第１４条第１項及び第１ 条第１項及び令第８条から第１１条ま

６条並びに令第８条、第９条及び第１ での規定によるものとする。

２条の規定によるものとする。

第５章 杉並区災害弔慰金等支給

審査会

（審査会の設置）

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給に関する事項を調査審議する

ため、区長の附属機関として、杉並区

災害弔慰金等支給審査会（以下「審査

会」という。）を置く。

（審査会の所掌事項）

資 料
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第１７条 審査会は、次に掲げる事項に

ついて、区長の諮問に応じ、答申す

る。

(１) 災害弔慰金の支給に係る災害と

死亡との因果関係に関する事項

(２) 災害障害見舞金の支給に係る災

害と障害との因果関係に関する事項

(３) その他災害弔慰金及び災害障害

見舞金の支給に関する重要な事項

（審査会の組織）

第１８条 審査会は、医師、弁護士その

他区長が適当と認める者のうちから、

区長が委嘱し、又は任命する委員７人

以内をもつて組織する。

２ 委員の任期は、３年とし、再任され

ることを妨げない。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

（審査会の会長）

第１９条 審査会に会長を置き、委員の

互選によりこれを定める。

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総

理する。

３ 会長に事故があるときは、会長があ

らかじめ指名する委員がその職務を代

理する。

（審査会の会議）

第２０条 審査会は、会長が招集する。

２ 審査会は、委員の半数以上の出席が
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資 料

なければ、会議を開くことができな

い。

３ 審査会の議事は、出席した委員の過

半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。

４ 審査会の会議は、非公開とする。

（守秘義務）

第２１条 審査会の委員は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。

第６章 雑則 第５章 雑則

（委任） （委任）

第２２条 略 第１６条 略

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 前項に規定する災害援護資金の貸付 ３ 前項に規定する災害援護資金の貸付

けに係る償還免除については、第１５ けに係る償還免除については、第１５

条第３項の規定にかかわらず、平成２ 条第３項の規定にかかわらず、平成２

３年特別法第１０３条第１項の規定に ３年特別法第１０３条第１項の規定に

より読み替えられた法第１４条第１項 より読み替えられた法第１３条第１項

の規定によるものとする。 の規定によるものとする。


